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トランプ前政権下において「国際緊急経済権限法（IEEPA）」に基づき発動された関税措置について、
現在、米国ではその適法性が連邦最高裁判所で争われる極めて重要な局面を迎えています。最高裁が関
税を違法と判断した場合、企業が過去に支払った関税の還付を請求できる可能性がありますが、その権
利保全に関して非常に重要な司法判断が、先週、米国国際貿易裁判所（CIT）で示されました。 

本稿では、最新の司法判断を踏まえ、日本企業が米国子会社を通じて講じるべき法的対応について解説
します。 
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1. 背景：IEEPA 関税の適法性を巡る争点 

今回の問題は、本来は経済制裁等を目的とする IEEPA を、大統領が「関税賦課」の根拠とした
ことが発端となっています。 

• 問題の所在： IEEPA は、安全保障上の脅威に対し資産凍結等を行う権限を大統領に付与す
るものですが、これを通商保護目的の関税引き上げの根拠とすることは、憲法が定める議
会の立法権（関税設定権）を侵害し、議会が大統領に委任できる範囲を逸脱しているとの
主張がされています。 

• 現状の訴訟の状況： 連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）において、既に一部の関税を違法と
する判決が下されており、現在は最高裁の最終的な司法判断が待たれている状況です。 
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2. 最新の司法判断：CIT による清算停止請求の棄却 

2025 年 12 月 16 日、CIT は、輸入業者らが求めていた「関税清算（Liquidation）の停止を求め
る予備的差止請求」を棄却する決定を下しました。 

原告側は、輸入品の清算が確定することで還付を受ける法的権利が損なわれると主張していま
したが、CIT は以下のとおり、現時点での差し止めは不要であると判示しました。 

• 政府側の表明： 米国政府は、最高裁で IEEPA 関税が違法と判断された場合には、その判決
を遵守し、CIT が還付を命じる権限について争わないことを法廷で明言しています。 

• 裁判所の回復権限： CIT は、たとえ輸入品が清算済みであっても、事後に遡って再清算
（Reliquidation）や還付を命じる法的権限を有していると明示しました。 

• 行政手続： CIT は、関税が課された清算済みの輸入品についての通常の行政不服申立ての
位置づけについて疑義を示唆しました。 

• 判断の意義：CIT は、清算によって企業が「回復不能な損害」を被るリスクはないと判断
しており、現時点で関税清算の停止を求める差止請求を提起する緊急性は低下したといえ
ます。しかし、CIT は、最終的に誰が還付を受けられるのか、また、原告以外の企業が還
付を受けられるのかについて、言及していません。特に、CIT が、清算済みの輸入品につ
いての行政上の不服申立ての位置づけに疑義を示唆したことは注目されますが、これが直
ちに原告以外の企業による還付請求の可否を確定づけるものかは、なお不透明さが残って
います。 

3. 日本企業（米国子会社）に求められる実務的対応 

CIT は清算後でも救済が可能と判示したものの、最高裁の判決までの間、還付請求権の失効を
防ぐために、以下の実務上の対応をとることが重要となります。 

 (1) 還付請求権の主体と原告適格 

関税を実際に支払った「輸入者（Importer of Record）」である米国子会社のみが、還付請求を
行うことができ、訴訟の原告になることができます。日本本社やOEM先は直接の当事者になら
ないため、米国子会社を通じた手続が必要となります。 

 (2) 権利消滅時効のリスク管理 

CITは、清算後であっても事後の救済（再清算や還付）が可能である旨を述べていますが、米国
の関税実務上、清算確定から 180 日以内に異議申立て（Protest）を行わない場合、還付請求権
が消滅するリスクがあると一般的に理解されてきました。特に、今回のように IEEPA の下での
大統領権限が争われている場合、米国税関当局（CBP）には判断権限がなく、CIT も、通常の行
政不服申立てはできないと示唆しました。 

そこで、将来の還付プロセスにおいてこれらの手続がどの程度決定的な意味を有するかについ
ては不透明な点があるものの、最高裁判決および政府の対応が確定するまでの間、PSC（Post-
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Summary Correction）や Protestを提出し、還付の意思を明確にしておくことは、実務上の一つ
の選択肢と考えられます。 

 (3) 現時点で準備すべき事項 

• 通関データの集計： 通関業者から過去の全エントリーデータを取得し、IEEPA 関税の支払
額を正確に算定する必要があります。 

• グループ間契約の整備： 還付金の帰属、訴訟費用の負担、および情報共有体制について、
日本本社と米国子会社間で合意書を作成し、内部的なガバナンスを整えておくことが望ま
しいでしょう。 

4. 当事務所のサポート体制 

当事務所では、米国法律事務所と密接に連携し、企業の皆様の還付を受ける権利の保全を支援
しております。 

• 訴訟手続：今後、還付を受けるために必要となりうる訴訟または行政手続に関するアドバ
イス 

• 行政手続：Protest 等の提出業務のサポート 

• グループ間合意書の作成： 最適なグループ間のスキームの構築 

• 状況のアップデート：刻々と変化する状況を踏まえ、最新の情報と必要な対応を助言 

最高裁の判決次第では、大規模な還付を求めることができる可能性があります。まずは、貴社
における還付対象額の把握から着手されることをお勧めします。 

今後、最高裁の判決を含め、本件に関する新たな動向が判明次第、随時情報のアップデートを
行ってまいります。 

 

 

 
本ニュースレターは、法務等に関するアドバイスの提供を目的とするものではありません。      
具体的な案件に関するご相談は、弁護士等の専門家へ必ずご相談いただきますよう、お願いいたします。                  
また、本ニュースレターの見解は執筆者個人の見解であり、当事務所の見解ではありません。 
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